
令和８（2026）年度「若者未来チャレンジ応援事業」業務委託に係る 

プロポーザル審査及び委託契約候補者の選定要領 

 

１ 企画提案書の審査 

令和８（2026）年度「若者未来チャレンジ応援事業」業務委託プロポーザル実施に係る選定

委員会の委員（以下「委員」という。）による企画提案書の審査は、次の審査項目ごとに５段階

評価を行う。 

 

○審査項目 

No. 審査項目 審査に当たっての留意事項 

１ 理解度 (1)業務委託の目的や内容について十分に理解しているか。 

２ 企画力 
(1)提案内容に具体性、妥当性、実現可能性があり、優れているか。 

(2)独自の発想に基づく提案内容が含まれているか。 

３ 組織体制 

(1)委託業務を安定的に遂行できる実施体制、実施スケジュール等の業務

環境となっているか。 

(2)過去に類似の業務で良好な実績を上げているか、同等の成果が期待で 

きるか。 

(3)適正公平な業務成果を示すことができるか。 

４ 経 費 (1)業務内容に見合った適切な経費であるか。 

５ 専門的知識 (1)業務を遂行するために必要な専門的知識を有しているか。 

   

 ○５段階評価 

５ 優れている 

４ やや優れている 

３ 普通である 

２ やや劣る 

１ 劣る 

 

２ 評価点の算出 

 ５段階評価に審査項目ごとに定める係数を乗じて得た点数の合計を、評価点とする。 

審 査 項 目 係 数 

理解度、企画力(1)、組織体制(1) ４ 

企画力(2) ３ 

組織体制(2) ２ 

組織体制(3)、経費、専門的知識 １ 

 

３ 委託契約候補者の選定 

(1)審査項目ごとの評価点数の総和をもって、企画提案者ごとに各委員の評価点数を決定する。 

(2)企画提案者ごとに、全委員がつけた評価の中で最高点及び最低点を除いた平均点を算出し、

最も高かった者を契約候補者として選定する。なお、平均点が最も高い者が複数の場合は、

見積書の金額が最も安価な者を契約候補者として選定する。金額も同額の場合は、当該者は、

当初見積額の範囲内で見積書を再作成し、再提出された見積書の金額が最も安価な者を契約

候補者として選定する。 

(3)各委員による評価の合計の平均点が 60 点未満の場合は、当該企画提案者を契約候補者とし

て選定しない。企画提案者が１者の場合も同様とする。 

 



令和８（2026）年度「若者未来チャレンジ応援事業」業務委託プロポーザル審査会審査基準表 

 

No. 区 分 審査項目 係数 配点 

１ 理解度 
(1)業務委託の目的や内容について十分に理解して

いるか。 
４ ２０ 

２ 企画力 

(1)提案内容に具体性、妥当性、実現可能性があり、

優れているか。 
４ ２０ 

(2)独自の発想に基づく提案内容が含まれているか。 ３ １５ 

３ 組織体制 

(1)委託業務を安定的に遂行できる実施体制、実施ス 

ケジュール等の業務環境となっているか。 
４ ２０ 

(2)過去に類似の業務で良好な実績を上げているか、 

同等の成果が期待できるか。 
２ １０ 

(3)適正公平な業務成果を示すことができるか。 １ ５ 

４ 経 費 (1)業務内容に見合った適切な経費であるか。 １ ５ 

５ 専門的知識 
(1)業務を遂行するために必要な専門的知識を有し 

ているか。 
１ ５ 

合   計  １００ 

 

（参考）５段階評価の基準 

５ 優れている 

４ やや優れている 

３ 普通である 

２ やや劣る 

１ 劣る 

 

 

 


